
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人スポーッ塾J.vlc

1 事業の成果

本年度は、法人成立 12年 目となったが、新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、前年度より大幅に

活動の規模を縮小することとなった。特に年度当初と1月 以降は、緊急事態宣言の発令により、全く活動でき

ない時期があった。子どものスポーツスクール運営事業では、陸上競技の教室を中心に実施した。クラブチー

ムの運営事業では、強化選手の育成を通じて、陸上競技の振興に貢献することができた。一般市民向けのスポ

ーツ講習会事業では、町田市より南大谷小学校のクラブハウスの運営管理の委託を受け、地域住民向けのスポ

ーツ教室を開講することができた。学生対象の専門的な陸上競技の技術指導事業については、新型コロナウィ

ルスの感染拡大の影響により、本年度は実施することができなかった。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【4,839】 千円)

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

定款に記載

された

事業名

事業内容 日時 場所
従事者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業費

(千円)

(1)子 どものスポ

ーツスクールの

運営事業

地域の小中学生を対象としたスポ

ーツ教室を開催した。

7～ 12月

毎週木・

十 。日1曜 日

72回

鴨志田公園 (横

浜市青葉区)及
び町田市陸上競

技場

14名

横浜市青葉区周

辺在住の小中学

生

各国 4～ 7名

16名 456

(2)ク ラブチーム

の運営事業

陸上競技のクラブチームを運営

し、選手を育成 。強化した。

6へ‐12月

及び 2月

毎週水 。本 。

十 。日|1誕 |:|

128日 |

鴨志田公園 (横

浜市青葉区)、 町

田市陸 it競技場

及び全国で開催

された競技会等

12名 陸上競技の選手 29名 1,629

(3)一般市民向け

のスポーツ講習

会事業

町田市より南大谷小学校クラ

ブハウスの管理を受託し、以下
の地域住民が対象の教室を開

講した。
1)陸上・体幹トレ‐ング教室

2)貯筋運動教室

1)6～ 12月

毎週水曜 日

28回

2)

10月

1回

南大谷小学校校

庭及びクラブハ

ウス (町 田市)

10名
南大谷小学校周

辺の住民

1)20名

2)1名

2,754

(4)学生対象の専

門的な陸上競技
の技術指導事業

新型コロナウィルスの感染拡大の

影響により、実施することができ

なかった。
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書式第 13号 (法第 28条関係)

令和 2年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

事 業 報 告

J. VEC

小 計 ・ 合 計

正会員受取会費
賛助会員受取会費

0
0

0

そ

2,000,000
255,000

子 ど のスポーツスクールの運営事業収入 170,

324,

1,812,
ク 845

ス

□國利□

給料手当
法定福利費

3,672,459
276,120

68,

117,

140,

325,

80,

17,

19,

120,

1,

553
684
504
360
816

地

31,41

支払手数料 20,800

3,948,579

891,181

4_839_7

52,210

ち2_21
4_891_97

出 経 営 遭 壼 額 ▲ 1.― 「ヨ

“

〕 171_11



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 2年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人スポーツ塾J.VIC

令

595,181
10,433

605,614
現金預金
立替金

605_61`

ｎ

Ｖ

ｎ

Ｖ

605=614【A】 資 産 合 計 ①+②

750,000
36,166
2,150

788,316

短期借入金

未払金

預 り金

788.31

788_31

産  の  部
-353,808産 額
171_1(F百滅額

-182_7(

605,614【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B… 2】

:]■■■■■■口E:■■割 :■■■



16 28

令和 2年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人スポーツ塾 J.VIC

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日 、2017年 12月 12日 一部改正NPO法人会計基準協議会)に

よっています。
(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事 業別損益の状況

子どものス
ポーツスクー
ルの運営事業

クラブチーム
の運営事業

一般市民向け
のスポーツ講

習会事業

中高生及び大
学生対象の専
門的な陸上競
技の技術指導
事業

事業部門計 管理部門 合 計科 目

０

０

０

０

０

0

0

2,255,000
2,808,078

0

０

０

０

０

４

0

0

2,255,000

2,808,078

4

0

0

255,000

170,250

0

０

０

０

５

０

０

４

０

８

０

４

０

２

０

８

0

0

1,000,000

1,812,983

0

425,250 1,824,845 2,812,983 ｎ

Ｖ 5,063,078 ■
■ 5,063,082

450,690
0

958,224
0

2,263,545

276,120

ｎ
Ｖ

Ａ
Ｕ

3,672,459
276,120

ｎ
ｖ
　
Ａ
υ

3,672,459
276,120

ｎ

Ｖ 3,948,579 ｎ

ｖ 3,948,579450,690 958,224 2,539,665

０

０

０

０

０

０

０

０

０

68,553
117,684

140,504

325,360

80,816
17,504

19,760

120,000

1,000

0

0

0

0

31,416
0

20,800
0

0

68,553

117,684

140,504

325,360
112,232

17,504

40,560
120,000

1,000

０

０

０

０

５７

０

０

０

００

１
一　
　

　

　
　

　

　

Ｕ^

65,253

117,684

137,486

285,036
47,602

0

16,160

0

0

3,300

0

3,018

40,324
20,057

17,504

3,600

120,000

0

52,216 943.39714,157 669,221 207,803 ｎ

ｖ 891,181
ｎ

ｖ 4,839,760 52,216 4,891,976464,847 1,627,445 2,747,468

223,318 -52,212 171,106-39,597 197,400 65,515 ｎ

ｖ

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当

法定福利費
人件費計

(2)その他経費
交際費
会議費
旅費交通費
通信費
消耗品費
水道光熱費
支払手数料
地代家賃
租税公課
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額



4 使途等が制約 された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は   ■82,702円 ですが、そのうち0円 は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は   ■82,702円 です。

5。 固定資産の増減内訳

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通 りです。

8 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために

必要な事項

７

・

合 計

EII]Iこ :IT=II:三 馴ラコ晨13雨歴科 取 得 減 少
ｎ

ｖ

ｎ

Ｖ計合

180,000
180.000

計算書類に

計上 された
傘箱

肉役員及び

近親者 との

取弓|

科 目

ハ
Ｕ

ｎ

Ｖ
ｎ

ｖ

(活動計算書 )

活動計算書計

(貸借対照表)

短期借入金
貸借対照表計

000



書式第 17号 (法第 28条関係)

令和 2年度 財産 国

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人スポーツ塾J.VIC
日

′」ヽ   ヨヤ 合   計

現金預金
手元現金
普通預金

595,181

金
金
金

貯
貯
預

常
常
通

通
通
普

三井住友銀行
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
みずほ銀行

13,989
39,402
159,144
74,000

308,696

クラブチーム立替金 10,433

【A】 資 産 合 計 ①+② 605,61

法人カー ド3月 利用分

預り源泉所得税

750=1000

750,000
738,310

36,166
30,166

2,150
2,150

788_311

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 788,31

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 -182,



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度年間役員名簿 〈前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 スポーツ塾J.VIC

1 確認事項 (法第20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間
(該 当者のみに記入)

氏   名

① 監事

ミズノ ヨウコ 令和 2年

令和 3年

4月  1日

3月 31日

年  月  日

年  月  日水野 洋子

2 ① 監事

クボタ ヒロユキ 令和 2年

令和 3年

4月  1日

3月 31日

年

年

月

月

日

日久保田 宏之

3 ① 監事

ヒライ タケシ 令和 2年

令和 3年

4月  1日

3月 31日

年

年

月

月

日

日平井 武

4 理事 〇

サ トウ ヒロミ 令和 2年

令和 3年

4月  1日

3月 31日

年 月

月

日

日年佐藤 公美

ｒ
Ｏ 理事・監事

年  月  日

年  月  日

年  月  日

年 月 日

′
０ 理事 。監事

年  月  日

年  月  日

年 月

月

日

日年

ワ
ー 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

8 理事 。監事

年  月  日

年  月  日

年

年

月

月

日

日

9 理事 。監事

年  月  日

年  月  日

年

年

月   日

月   日

10 理事・監事

年 月

月

日

日年

年  月  日

年 月 日



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人_三壁量二2塾ユニ型L上⊆≧________

氏   名 住 所 又 は 居 所

水野 洋子

2 水野 増彦

3 別府 健至

4 長島 正憲

5 加瀬 弘樹

6 久保田 宏之

7 平井 武

8 株式会社 叢文社

専務取締役 佐藤公美

9 宮本 紀澄

10 久保田 絹枝


